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１　社会保険診療報酬支払基金の概要

　⑴　事業内容

　　ア�　診療担当者の提出する診療報酬請求書の審査（その審査について不服の申出が

あった場合の再審査を含む。以下同じ。）を行うこと。

　　イ�　前記アにより審査を行った診療報酬請求書に対して、厚生労働大臣の定めるとこ

ろにより算定した金額を支払うこと。

　　ウ�　前記ア及びイに準じ、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の審査及び支払を

行うこと。

　　エ�　各保険者から、委託金の委託を受けるとともに各保険者に診療報酬の請求を行う

こと。

　　オ�　前記アからエまでの業務に附帯する業務を行うこと。

　　カ�　前記アからオまでの業務のほか、社会保険診療報酬支払基金法第 1条の目的を達

成するために必要な業務を行うこと。

　　キ�　生活保護法、児童福祉法、母子保健法、戦傷病者特別援護法、原子爆弾被爆者に対

する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、石

綿による健康被害の救済に関する法律、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律又は難病の患者に対する医療等に関する法律の規定により医療

機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保

険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を

求められたときは、意見を述べ、また、生活保護法、戦傷病者特別援護法、原子爆弾

被爆者に対する援護に関する法律、児童福祉法、母子保健法、感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する法律、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行っ

た者の医療及び観察等に関する法律、石綿による健康被害の救済に関する法律、障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律又は難病の患者に対す

る医療等に関する法律の規定により医療機関に対する診療報酬又は一般疾病医療費

若しくは医療費に相当する額の支払に関する事務を委託されたとき、防衛省の職員

の給与等に関する法律の規定により、療養を担当する者が国に対して請求すること

ができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を

委託されたとき、並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律又は麻薬及び向

精神薬取締法の規定により、これらに規定する審査、額の算定又は診療報酬の支払
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に関する事務を委託されたときにおいて、その支払に必要な事務を行うこと。

　　ク�　厚生労働大臣の定める疾病について医療機関が請求することができる費用の額の

審査及び支払に関する事務を行うこと。

　　ケ�　高齢者の医療の確保に関する法律の定めるところにより次の高齢者医療制度関係

業務を行うこと。

　　　ア�　保険者から前期高齢者納付金等を徴収し、保険者に対し前期高齢者交付金を交

付する業務及びこれに附帯する業務

　　　イ�　保険者から後期高齢者支援金等を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し後期

高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務

　　　ウ�　保険者から病床転換支援金等を徴収し、都道府県に対し病床転換助成交付金を

交付する業務及びこれに附帯する業務

　　コ�　国民健康保険法の定めるところにより次の退職者医療関係業務を行うこと。

　　　ア　被用者保険等保険者から拠出金を徴収すること。

　　　イ　市町村に対し療養給付費交付金を交付すること。

　　　ウ　前記ア及びイの業務に附帯する業務を行うこと。

　　サ�　介護保険法の定めるところにより次の介護保険関係業務を行うこと。

　　　ア　医療保険者から納付金を徴収すること。

　　　イ　市町村に対し介護給付費交付金を交付すること。

　　　ウ　市町村に対し地域支援事業支援交付金を交付すること。

　　　エ　前記のア、イ及びウの業務に附帯する業務を行うこと。

　　シ�　特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の定めるところ

により次の特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務を行うこと。

　　　ア　特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給すること。

　　　イ　前記のアの業務に附帯する業務を行うこと。
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⑵　事務所の所在地

主 た る 事 務 所 の 名 称 所 在 地

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 東京都港区新橋二丁目 1 番 3 号

従 た る 事 務 所 の 名 称 所 在 地

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 北 海 道 支 部 札幌市中央区北七条西十四丁目 28 番地 22

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 青 森 支 部 青森市堤町一丁目 5 番 1 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 岩 手 支 部 盛岡市志家町 10 番 35 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 宮 城 支 部 仙台市宮城野区榴岡五丁目 1 番 27 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 秋 田 支 部 秋田市中通七丁目 2 番 17 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 山 形 支 部 山形市鉄砲町二丁目 15 番 1 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 福 島 支 部 福島市三河南町 11 番 5 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 茨 城 支 部 水戸市末広町一丁目 1 番 8 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 栃 木 支 部 宇都宮市塙田一丁目 3 番 14 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 群 馬 支 部 前橋市問屋町一丁目 2 番地 4

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 埼 玉 支 部 さいたま市浦和区領家三丁目 18 番 1 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 千 葉 支 部 千葉市中央区問屋町 2 番 1 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 東 京 支 部 東京都豊島区南池袋二丁目 28 番 10 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 神 奈 川 支 部 横浜市中区山下町 34 番地

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 新 潟 支 部 新潟市中央区新光町 11 番地 2

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 富 山 支 部 富山市黒崎 21 番地

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 石 川 支 部 金沢市元菊町 16 番 15 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 福 井 支 部 福井市花堂東一丁目 26 番 30 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 山 梨 支 部 甲府市湯田二丁目 12 番 22 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 長 野 支 部 長野市大字鶴賀 1457 番地 44

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 岐 阜 支 部 岐阜市五坪一丁目 1 番 1 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 静 岡 支 部 静岡市駿河区国吉田一丁目 2 番 20 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 愛 知 支 部 名古屋市北区大曽根四丁目 8 番 57 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 三 重 支 部 津市桜橋三丁目 446 番 68

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 滋 賀 支 部 大津市におの浜二丁目 2 番 8 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 京 都 支 部 京都市右京区西院月双町 36 番地

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 大 阪 支 部 大阪市北区鶴野町 2 番 12 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 兵 庫 支 部 神戸市中央区港島中町四丁目 4 番 4

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 奈 良 支 部 奈良市佐保台西町 114 番地 1

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 和 歌 山 支 部 和歌山市吹上二丁目 5 番 14 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 鳥 取 支 部 鳥取市扇町 117 番地

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 島 根 支 部 松江市北田町 33 番 1

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 岡 山 支 部 岡山市北区新屋敷町二丁目 1 番 16 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 広 島 支 部 広島市西区中広町一丁目 17 番 30 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 山 口 支 部 山口市葵一丁目 3 番 38 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 徳 島 支 部 徳島市末広二丁目 1 番 25 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 香 川 支 部 高松市朝日町二丁目 17 番 3 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 愛 媛 支 部 松山市六軒家町 2 番 13 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 高 知 支 部 高知市神田 593 番地

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 福 岡 支 部 福岡市博多区美野島一丁目 1 番 8 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 佐 賀 支 部 佐賀市駅前中央三丁目 10 番 1 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 長 崎 支 部 長崎市光町 3 番 15 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 熊 本 支 部 熊本市中央区本荘町 667 番地 1

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 大 分 支 部 大分市新川町二丁目 5 番 17 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 宮 崎 支 部 宮崎市丸島町 2 番 38 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 鹿 児 島 支 部 鹿児島市宇宿一丁目 52 番 12 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 沖 縄 支 部 那覇市上間 290 番地 1
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　⑶　職員の定数及びその前事業年度末との比較

区　　分 平成 28 年度末 平成 27 年度末

職員定数 4,310 名 4,310 名

審査委員定数

（うち主任審査委員）

4,674 名

（561 名）

4,674 名

（566 名）
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付
金

等
の
支

給
に
関
す
る
特

別
措

置
法
）

0
0

0
0

独
立

行
政

法
人

環
境

再
生

保
全

機
構
（石

綿
に

よ
る

健
康

被
害

の
救

済
に

関
す

る
法

律
）

1
0

0
1

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（児

童
福

祉
法
：

肢
体

不
自

由
児

通
所

及
び

障
害

児
入

所
医

療
）

1
,7
8
4（

1
,7
3
7
）

0
0

1
,7
8
4（

1
,7
3
7
）

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（自

治
体

医
療
）

8
3
1（

8
1
2
）

7
0

2
8
9
9（

8
8
2
）

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

1
6
,5
5
9

9
4

1
,7
5
6

1
4
,8
9
7

（
注
）
１
 ．
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
（
感
染
症
法
、
生
活
保
護
法
、
障
害
者
総
合
支
援
法
、
児
童
福
祉
法
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
、
母
子
保
健
法
、
残
留
邦
人
支
援
法
、
措
置
等
医
療
、

自
治
体
医
療
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
契
約
都
道
府
県
市
区
町
村
数
を
記
し
、
そ
の
括
弧
内
に
市
区
町
村
数
を
再
掲
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
 ２

 ．
共
済
組
合
の
国
家
公
務
員
等
の
う
ち
に
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
職
員
、
地
方
職
員
共
済
組
合
、
公
立
学
校
共
済
組
合
及
び
警
察
共
済
組
合
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
　
 ３

 ．「
保
険
者
等
の
種
別
」
欄
の
「（

特
定
疾
患
等
）」

の
「
等
」
に
は
、「

茨
城
県
神
栖
町
に
お
け
る
有
機
ヒ
素
化
合
物
に
よ
る
環
境
汚
染
及
び
健
康
被
害
に
係
る
緊
急
措
置
事
業
要
綱
」
に
基
づ
く
審
査
支
払
事

務
に
関
す
る
茨
城
県
知
事
と
の
契
約
、「

水
俣
病
総
合
対
策
費
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
」
に
基
づ
く
療
養
の
給
付
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
に
関
す
る
審
査
支
払
事
務
に
係
る
新
潟
県
知
事
、
熊
本
県
知
事
、

鹿
児
島
県
知
事
及
び
新
潟
市
長
と
の
契
約
及
び
「
メ
チ
ル
水
銀
の
健
康
影
響
に
係
る
調
査
研
究
事
業
に
つ
い
て
」
に
基
づ
く
研
究
治
療
費
の
支
給
に
関
す
る
審
査
支
払
事
務
に
係
る
熊
本
県
知
事
と
の
契
約
が

含
ま
れ
て
い
る
。

　
　
 ４

 ．「
保
険
者
等
の
種
別
」
欄
の
「（

老
人
保
健
法
）」

に
つ
い
て
は
、健

康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

18
年
法
律
第

83
号
）
第

7
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
保
健
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
 ５

 ．「
保
険
者
等
の
種
別
」
欄
の
「（

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
）」

に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
が
実
施
機
関
で
あ
る
た
め
、
契
約
は
行
っ
て

い
な
い
。
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３
　

管
掌

別
診

療
報

酬
支

払
状

況

保
険

者
等

の
種

別
支
払
確
定
額

支
　
払
　
額

支
払
未
済
額

備
　
　
　
考

千
円

千
円

千
円

千
円

全
国

健
康

保
険

協
会
（健

康
保

険
）

5
,0
2
8
,6
5
1
,8
7
5

5
,0
2
8
,5
8
9
,3
4
9

6
2
,5
2
5

7
0
,2
1
4

全
国

健
康

保
険

協
会
（船

員
保

険
）

1
9
,3
4
4
,3
2
2

1
9
,3
4
4
,2
3
7

8
5

2
1

共
済

組
合

1
,0
1
3
,3
6
4
,3
4
0

1
,0
1
3
,3
5
5
,2
2
5

9
,1
1
5

1
3
,7
7
7

健
康

保
険

組
合

3
,3
8
8
,2
1
9
,7
5
1

3
,3
8
8
,1
7
9
,1
5
9

4
0
,5
9
2

3
4
,6
2
1

政
府
（防

衛
省

の
職

員
の

給
与

等
に

関
す

る
法

律
）

1
1
,3
3
0
,5
9
6

1
1
,3
3
0
,4
8
3

1
1
3

1
8

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（感

染
症

法
：

感
染

症
結

核
）

2
,4
0
1
,1
1
2

2
,4
0
1
,1
1
2

─
2
6
0

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（生

活
保

護
法
）

1
,7
5
1
,1
5
4
,9
8
0

1
,7
5
1
,1
3
8
,7
2
0

1
6
,2
6
0

7
,8
6
3

政
府
（戦

傷
病

者
特

別
援

護
法
）

1
0
,1
2
1

1
0
,1
2
1

─
1
0
3

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

更
生

医
療
）

1
5
6
,2
4
2
,9
4
5

1
5
6
,2
4
3
,5
3
9

△
 
5
9
4

△
 
1
7
8

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

育
成

医
療
）

2
,1
1
9
,0
2
1

2
,1
1
9
,0
2
0

1
0

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（児

童
福

祉
法
：

療
育

の
給

付
）

3
5
0

3
5
0

─
─

政
府
（原

子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
）

6
,1
2
1
,7
9
1

6
,1
2
1
,7
9
0

1
△
 
4

都
道

府
県

及
び

市
（精

神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
）

5
,3
0
9
,0
9
8

5
,3
0
9
,0
8
0

1
8

─

都
道

府
県

及
び

市
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

精
神

通
院

医
療
）

1
8
2
,0
6
5
,9
4
3

1
8
2
,0
6
4
,8
4
0

1
,1
0
3

3
,2
4
2

都
道

府
県
（麻

薬
及

び
向

精
神

薬
取

締
法
）

─
─

─
─

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（母

子
保

健
法
）

6
,4
9
7
,0
7
3

6
,4
9
7
,0
7
3

─
─

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

療
養

介
護

医
療
）

3
,8
2
1
,9
6
4

3
,8
2
1
,9
6
4

─
─

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（残

留
邦

人
支

援
法
）

6
,1
3
3
,0
9
5

6
,1
3
3
,0
6
8

2
6

9
5

市
町

村
及

び
特

別
区
（老

人
保

健
法
）

△
 
7
4
7

△
 
8
4
7

1
0
0

1
6
1

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（感

染
症

法
）

1
7
2

1
7
2

─
─

地
方

厚
生

局
（医

療
観

察
法
）

1
5
,6
0
5
,9
3
7

1
5
,6
0
5
,8
3
7

9
9

─

都
道

府
県
（肝

炎
治

療
特

別
促

進
事

業
）

8
,7
6
5
,8
4
1

8
,7
6
5
,8
4
1

─
─

政
府
（軽

減
特

例
措

置
）

1
3
,9
8
9
,3
5
5

1
3
,9
8
9
,1
9
0

1
6
4

3
1
0

政
府
（老

人
被

爆
）

0
0

─
─

都
道

府
県
（特

定
疾

患
等
）

2
,0
9
4
,8
5
7

2
,0
9
4
,8
9
3

△
 
3
6

7
0

都
道

府
県

及
び

市
（児

童
福

祉
法

：
小

児
慢

性
）

2
3
,1
4
0
,6
2
4

2
3
,1
4
0
,6
2
4

─
8
1
1

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（措

置
等

医
療
）

9
,7
4
4
,5
6
1

9
,7
4
4
,4
8
9

7
1

9
,9
0
6

都
道

府
県
（難

病
の

患
者

に
対

す
る

医
療

等
に

関
す
る

法
律
）

7
0
,3
2
6
,7
6
9

7
0
,3
2
5
,9
7
7

7
9
2

4
3
2

社
会

保
険

診
療

報
酬

支
払

基
金

（特
定

Ｂ
型

肝
炎

ウ
イ

ル
ス

感
染

者
給

付
金

等
の

支
給

に
関

す
る

特
別

措
置

法
）

3
0
,1
0
4

3
0
,0
9
7

7
─

独
立

行
政

法
人

環
境

再
生

保
全

機
構
（石

綿
に

よ
る

健
康

被
害

の
救

済
に

関
す

る
法

律
）

1
3
0
,5
6
8

1
3
0
,5
6
8

─
8

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（児

童
福

祉
法
：

肢
体

不
自

由
児

通
所

及
び

障
害

児
入

所
医

療
）

3
,4
7
7
,6
6
6

3
,4
7
7
,4
8
6

1
8
0

─

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（自

治
体

医
療
）

2
2
1
,5
1
5
,7
2
8

2
2
1
,5
1
3
,8
7
8

1
,8
5
0

3
,4
9
8

出
産

育
児

一
時

金
等

1
3
5
,6
9
2
,4
6
3

1
3
5
,6
9
2
,0
4
3

4
2
0

1
5
,5
3
2

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

1
2
,0
8
7
,3
0
2
,2
8
9

1
2
,0
8
7
,1
6
9
,3
8
9

1
3
2
,8
9
9

1
6
0
,7
6
8

（
注
）
１
．
「
支
払
確
定
額
」
に
は
、
前
年
度
支
払
未
済
額
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
当
該
額
は
「
備
考
」
欄
に
付
記
し
た
額
で
あ
る
。

　
　
 
２
．
「
支
払
額
」
は
本
年
度
中
に
支
払
っ
た
額
で
あ
る
。
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４
　

管
掌

別
診

療
報

酬
収

入
状

況

保
　

険
　

者
　

等
　

の
　

種
　

別
請
　
求
　
額

収
　
入
　
額

収
入
未
済
額

備
　
　
　
考

千
円

千
円

千
円

千
円

委
託

金
1
,1
5
5
,1
7
2

1
,1
5
5
,1
7
2

－
－

共
済

組
合

5
8
,0
9
2

5
8
,0
9
2

－
－

健
康

保
険

組
合

1
,0
9
7
,0
8
0

1
,0
9
7
,0
8
0

－
－

診
療

報
酬

1
2
,3
0
9
,2
1
6
,4
2
1

1
2
,0
9
3
,6
6
1
,0
2
7

2
1
5
,5
5
5
,3
9
4

2
1
3
,2
3
7
,0
9
4

全
国

健
康

保
険

協
会
（健

康
保

険
）

5
,2
4
2
,7
0
1
,7
9
3

5
,0
2
8
,5
7
4
,7
9
3

2
1
4
,1
2
7
,0
0
0

2
1
1
,9
6
1
,0
0
0

全
国

健
康

保
険

協
会
（船

員
保

険
）

2
0
,1
5
7
,3
2
5

1
9
,3
4
4
,3
2
5

8
1
3
,0
0
0

7
9
1
,0
0
0

共
済

組
合

1
,0
1
3
,3
3
6
,4
1
4

1
,0
1
3
,3
3
6
,4
1
4

－
－

健
康

保
険

組
合

3
,3
8
8
,4
8
7
,1
1
7

3
,3
8
8
,1
9
8
,9
8
0

2
8
8
,1
3
6

2
8
9
,0
6
0

政
府
（防

衛
省

の
職

員
の

給
与

等
に

関
す

る
法

律
）

1
1
,3
3
8
,3
8
0

1
1
,3
3
8
,3
8
0

－
－

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（感

染
症

法
：

感
染

症
結

核
）

2
,3
7
3
,1
7
4

2
,3
7
3
,1
7
3

0
0

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（生

活
保

護
法
）

1
,7
5
7
,2
9
1
,0
9
1

1
,7
5
6
,9
7
6
,7
1
3

3
1
4
,3
7
8

1
7
7
,3
5
1

政
府
（戦

傷
病

者
特

別
援

護
法
）

1
0
,0
2
0

1
0
,0
2
0

－
－

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

更
生

医
療
）

1
5
6
,2
9
0
,6
7
4

1
5
6
,2
8
8
,6
4
8

2
,0
2
6

9
,2
9
5

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

育
成

医
療
）

2
,1
1
7
,8
0
8

2
,1
1
7
,2
1
6

5
9
1

2
6
9

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（児

童
福

祉
法
：

療
育

の
給

付
）

1
6

1
6

－
－

政
府
（原

子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
）

6
,1
2
1
,8
2
2

6
,1
2
1
,8
2
2

－
－

都
道

府
県

及
び

市
（精

神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
）

5
,3
8
9
,1
5
1

5
,3
8
9
,1
5
1

－
－

都
道

府
県

及
び

市
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

精
神

通
院

医
療
）

1
8
2
,8
1
0
,3
4
7

1
8
2
,8
1
0
,3
4
7

－
－

都
道

府
県
（麻

薬
及

び
向

精
神

薬
取

締
法
）

－
－

－
－

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（母

子
保

健
法
）

6
,4
8
1
,5
2
7

6
,4
7
7
,1
2
6

4
,4
0
0

2
,5
9
0

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

療
養

介
護

医
療
）

3
,8
3
2
,2
3
1

3
,8
3
1
,6
7
2

5
5
8

1
,0
2
3

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（残

留
邦

人
支

援
法
）

6
,1
6
0
,0
7
7

6
,1
5
6
,3
4
0

3
,7
3
6

0

市
町

村
及

び
特

別
区
（老

人
保

健
法
）

△
 
3

△
 
3

－
－

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（感

染
症

法
）

1
7
2

1
7
2

－
－

地
方

厚
生

局
（医

療
観

察
法
）

1
5
,6
0
5
,9
8
7

1
5
,6
0
5
,9
8
7

－
－

都
道

府
県
（肝

炎
治

療
特

別
促

進
事

業
）

8
,3
6
7
,3
9
5

8
,3
6
7
,3
9
5

－
－

政
府
（軽

減
特

例
措

置
）

1
3
,9
8
9
,0
4
5

1
3
,9
8
9
,0
4
5

－
－

政
府
（老

人
被

爆
）

－
－

－
－

都
道

府
県
（特

定
疾

患
等
）

2
,0
3
2
,4
1
5

2
,0
3
1
,3
9
2

1
,0
2
2

4
,8
4
3

都
道

府
県

及
び

市
（児

童
福

祉
法

：
小

児
慢

性
）

2
3
,2
0
9
,8
5
1

2
3
,2
0
9
,8
5
1

－
－

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（措

置
等

医
療
）

9
,7
4
2
,8
0
3

9
,7
4
2
,8
0
3

－
－

都
道

府
県
（難

病
の

患
者

に
対

す
る

医
療

等
に

関
す
る

法
律
）

7
0
,4
8
9
,2
4
1

7
0
,4
8
9
,2
4
1

－
－

社
会

保
険

診
療

報
酬

支
払

基
金

（特
定

Ｂ
型

肝
炎

ウ
イ

ル
ス

感
染

者
給

付
金

等
の

支
給

に
関

す
る

特
別

措
置

法
）

3
0
,0
8
7

3
0
,0
8
7

－
－

独
立

行
政

法
人

環
境

再
生

保
全

機
構
（石

綿
に

よ
る

健
康

被
害

の
救

済
に

関
す

る
法

律
）

1
3
0
,5
7
8

1
3
0
,5
7
8

－
－

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（児

童
福

祉
法
：

肢
体

不
自

由
児

通
所

及
び

障
害

児
入

所
医

療
）

3
,4
6
9
,7
1
0

3
,4
6
9
,7
1
0

0
－

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（自

治
体

医
療
）

2
2
1
,5
7
3
,2
3
1

2
2
1
,5
7
2
,6
8
9

5
4
2

6
6
0

出
産

育
児

一
時

金
等

1
3
5
,6
7
6
,9
3
1

1
3
5
,6
7
6
,9
3
1

－
－

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

1
2
,3
1
0
,3
7
1
,5
9
3

1
2
,0
9
4
,8
1
6
,1
9
9

2
1
5
,5
5
5
,3
9
4

2
1
3
,2
3
7
,0
9
4

（
注
）
１
．
「
請
求
額
」
に
は
、
前
年
度
収
入
未
済
額
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
当
該
額
は
「
備
考
」
欄
に
付
記
し
た
額
で
あ
る
。

　
　
 
２
．
「
収
入
額
」
は
本
年
度
中
に
収
入
し
た
額
で
あ
る
。
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５
　

管
掌

別
事

務
費

収
入

状
況

保
　

険
　

者
　

等
　

の
　

種
　

別
請
　
求
　
額

収
　
入
　
額

収
入
未
済
額

千
円

千
円

千
円

全
国

健
康

保
険

協
会
（健

康
保

険
）

3
2
,6
1
7
,3
8
9

3
2
,6
1
7
,3
8
9

－

全
国

健
康

保
険

協
会
（船

員
保

険
）

1
0
2
,5
2
9

1
0
2
,5
2
9

－

共
済

組
合

7
,6
8
1
,4
3
2

7
,6
8
1
,4
3
2

－

健
康

保
険

組
合

2
5
,1
6
8
,0
4
5

2
5
,1
6
8
,0
4
5

－

政
府
（防

衛
省

の
職

員
の

給
与

等
に

関
す

る
法

律
）

7
2
,4
5
0

7
2
,4
5
0

－

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（感

染
症

法
：

感
染

症
結

核
）

7
,2
4
3

7
,2
4
3

－

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（生

活
保

護
法
）

3
,4
4
4
,1
4
8

3
,4
0
2
,1
1
0

4
2
,0
3
7

政
府
（戦

傷
病

者
特

別
援

護
法
）

7
7

－

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

更
生

医
療
）

8
3
,4
1
5

8
3
,4
1
5

－

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

育
成

医
療
）

8
,8
8
5

8
,8
8
5

－

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（児

童
福

祉
法
：

療
育

の
給

付
）

0
0

－

政
府
（原

子
爆

弾
被

爆
者

に
対

す
る

援
護

に
関

す
る

法
律
）

2
5
,8
4
6

2
5
,8
4
6

－

都
道

府
県

及
び

市
（精

神
保

健
及

び
精

神
障

害
者

福
祉

に
関

す
る

法
律
）

1
,3
8
3

1
,3
8
3

－

都
道

府
県

及
び

市
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

精
神

通
院

医
療
）

1
,3
0
1
,3
6
9

1
,3
0
1
,3
6
9

－

都
道

府
県
（麻

薬
及

び
向

精
神

薬
取

締
法
）

－
－

－

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（母

子
保

健
法
）

5
,3
5
9

5
,3
5
9

－

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

療
養

介
護

医
療
）

3
,1
8
2

3
,1
8
2

－

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（残

留
邦

人
支

援
法
）

1
6
,0
4
8

1
5
,9
2
8

1
1
9

市
町

村
及

び
特

別
区
（老

人
保

健
法
）

－
－

－

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（感

染
症

法
）

0
0

－

地
方

厚
生

局
（医

療
観

察
法
）

1
,9
5
1

1
,9
5
1

－

都
道

府
県
（肝

炎
治

療
特

別
促

進
事

業
）

1
9
,8
6
4

1
9
,7
6
5

9
9

政
府
（老

人
被

爆
）

－
－

－

都
道

府
県
（特

定
疾

患
等
）

2
9
,4
0
9

2
9
,3
9
3

1
6

都
道

府
県

及
び

市
（小

児
慢

性
）

8
5
,4
9
9

8
5
,4
9
9

－

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（措

置
等

医
療
）

4
3
,3
8
4

4
3
,2
0
6

1
7
8

都
道

府
県
（難

病
の

患
者

に
対

す
る

医
療

等
に

関
す

る
法

律
）

3
7
8
,3
6
9

3
7
6
,2
0
6

2
,1
6
2

社
会

保
険

診
療

報
酬

支
払

基
金

（特
定

Ｂ
型

肝
炎

ウ
イ

ル
ス

感
染

者
給

付
金

等
の

支
給

に
関

す
る

特
別

措
置

法
）

5
1
8

5
1
8

－

独
立

行
政

法
人

環
境

再
生

保
全

機
構
（石

綿
に

よ
る

健
康

被
害

の
救

済
に

関
す

る
法

律
）

2
6
8

2
6
8

－

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（児

童
福

祉
法
：

肢
体

不
自

由
児

通
所

及
び

障
害

児
入

所
医

療
）

4
,2
0
3

4
,2
0
3

－

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（自

治
体

医
療
）

8
,1
9
4
,4
8
4

8
,1
1
8
,5
9
9

7
5
,8
8
4

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

7
9
,2
9
6
,6
9
1

7
9
,1
7
6
,1
9
3

1
2
0
,4
9
8

（
注
）
　
「
収
入
額
」
は
本
年
度
中
に
請
求
し
収
入
し
た
額
で
あ
る
。
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6　事業費収支状況

収　　　入 12,177,496,036 千円

支　　　払 12,087,169,389 千円

差　　　引 90,326,646 千円
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収
　
　
　
　
　
　
入

科
　
　
　
　
　
　
目

請
　
求
　
額

収
　
入
　
額

収
入
未
済
額

備
　
　
　
考

千
円

千
円

千
円

千
円

１
．
委

託
金

及
び

診
療

報
酬

収
入
　
　

1
2
,3
1
0
,3
7
1
,5
9
3

1
2
,0
9
4
,8
1
6
,1
9
9

2
1
5
,5
5
5
,3
9
4

2
1
3
,2
3
7
,0
9
4

　
１
．
委

託
金

収
入
　

1
,1
5
5
,1
7
2

1
,1
5
5
,1
7
2

－
－

　
　
１
．
共

済
組

合
委

託
金

収
入

5
8
,0
9
2

5
8
,0
9
2

－
－

　
　
２
．
健

保
組

合
委

託
金

収
入

1
,0
9
7
,0
8
0

1
,0
9
7
,0
8
0

－
－

　
２
．
診

療
報

酬
収

入
　

1
2
,3
0
9
,2
1
6
,4
2
1

1
2
,0
9
3
,6
6
1
,0
2
7

2
1
5
,5
5
5
,3
9
4

2
1
3
,2
3
7
,0
9
4

　
　
１
．
協

会
け

ん
ぽ

診
療

報
酬

収
入

5
,2
4
2
,7
0
1
,7
9
3

5
,0
2
8
,5
7
4
,7
9
3

2
1
4
,1
2
7
,0
0
0

2
1
1
,9
6
1
,0
0
0

　
　
２
．
船

員
保

険
診

療
報

酬
収

入
2
0
,1
5
7
,3
2
5

1
9
,3
4
4
,3
2
5

8
1
3
,0
0
0

7
9
1
,0
0
0

　
　
３
．
共

済
組

合
診

療
報

酬
収

入
1
,0
1
3
,3
3
6
,4
1
4

1
,0
1
3
,3
3
6
,4
1
4

－
－

　
　
４
．
健

保
組

合
診

療
報

酬
収

入
3
,3
8
8
,4
8
7
,1
1
7

3
,3
8
8
,1
9
8
,9
8
0

2
8
8
,1
3
6

2
8
9
,0
6
0

　
　
５
．
自

衛
官

等
診

療
報

酬
収

入
1
1
,3
3
8
,3
8
0

1
1
,3
3
8
,3
8
0

－
－

　
　
６
．
感

染
症

結
核

診
療

報
酬

収
入

2
,3
7
3
,1
7
4

2
,3
7
3
,1
7
3

0
0

　
　
７
．
生

活
保

護
診

療
報

酬
収

入
1
,7
5
7
,2
9
1
,0
9
1

1
,7
5
6
,9
7
6
,7
1
3

3
1
4
,3
7
8

1
7
7
,3
5
1

　
　
８
．
戦

傷
病

者
診

療
報

酬
収

入
1
0
,0
2
0

1
0
,0
2
0

－
－

　
　
９
．

自
立
支
援
更
生
医
療
診
療
報
酬
収
入

1
5
6
,2
9
0
,6
7
4

1
5
6
,2
8
8
,6
4
8

2
,0
2
6

9
,2
9
5

　
　
1
0
．

自
立
支
援
育
成
医
療
診
療
報
酬
収
入

2
,1
1
7
,8
0
8

2
,1
1
7
,2
1
6

5
9
1

2
6
9

　
　
1
1
．

児
童
福
祉
療
育
給
付
診
療
報
酬
収
入

1
6

1
6

－
－

　
　
1
2
．
原

爆
医

療
診

療
報

酬
収

入
6
,1
2
1
,8
2
2

6
,1
2
1
,8
2
2

－
－

　
　
1
3
．
精

神
保

健
診

療
報

酬
収

入
5
,3
8
9
,1
5
1

5
,3
8
9
,1
5
1

－
－

　
　
1
4
．

自
立
支
援
精
神
通
院
医
療
診
療
報
酬
収
入

1
8
2
,8
1
0
,3
4
7

1
8
2
,8
1
0
,3
4
7

－
－

　
　
1
5
．
麻

薬
取

締
診

療
報

酬
収

入
－

－
－

－
　
　
1
6
．
母

子
保

健
診

療
報

酬
収

入
6
,4
8
1
,5
2
7

6
,4
7
7
,1
2
6

4
,4
0
0

2
,5
9
0

　
　
1
7
．

自
立
支
援
療
養
介
護
医
療
診
療
報
酬
収
入

3
,8
3
2
,2
3
1

3
,8
3
1
,6
7
2

5
5
8

1
,0
2
3

　
　
1
8
．
中

国
残

留
診

療
報

酬
収

入
6
,1
6
0
,0
7
7

6
,1
5
6
,3
4
0

3
,7
3
6

0
　
　
1
9
．
老

人
保

健
診

療
報

酬
収

入
△
 
3

△
 
3

－
－

　
　
2
0
．
感

染
症

診
療

報
酬

収
入

1
7
2

1
7
2

－
－

　
　
2
1
．
医

療
観

察
診

療
報

酬
収

入
1
5
,6
0
5
,9
8
7

1
5
,6
0
5
,9
8
7

－
－

　
　
2
2
．
肝

炎
診

療
報

酬
収

入
8
,3
6
7
,3
9
5

8
,3
6
7
,3
9
5

－
－

　
　
2
3
．
特

例
高

齢
者

診
療

報
酬

収
入

1
3
,9
8
9
,0
4
5

1
3
,9
8
9
,0
4
5

－
－

　
　
2
4
．
老

人
被

爆
診

療
報

酬
収

入
－

－
－

－
　
　
2
5
．
特

定
疾

患
等

診
療

報
酬

収
入

2
,0
3
2
,4
1
5

2
,0
3
1
,3
9
2

1
,0
2
2

4
,8
4
3

　
　
2
6
．
小

児
慢

性
診

療
報

酬
収

入
2
3
,2
0
9
,8
5
1

2
3
,2
0
9
,8
5
1

－
－

　
　
2
7
．
措

置
等

医
療

診
療

報
酬

収
入

9
,7
4
2
,8
0
3

9
,7
4
2
,8
0
3

－
－

　
　
2
8
．
難

病
医

療
診

療
報

酬
収

入
7
0
,4
8
9
,2
4
1

7
0
,4
8
9
,2
4
1

－
－

　
　
2
9
．
特

定
Ｂ

型
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報

酬
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3
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,0
8
7

3
0
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8
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－
－
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0
．
石

綿
救

済
診

療
報

酬
収

入
1
3
0
,5
7
8

1
3
0
,5
7
8

－
－

　
　
3
1
．

児
童

福
祉

障
害

児
入

所
医

療
等

診
療

報
酬

収
入

3
,4
6
9
,7
1
0

3
,4
6
9
,7
1
0

0
－

　
　
3
2
．
自

治
体

医
療

診
療

報
酬

収
入

2
2
1
,5
7
3
,2
3
1

2
2
1
,5
7
2
,6
8
9

5
4
2

6
6
0

　
　
3
3
．
出

産
育

児
一

時
金

等
収

入
1
3
5
,6
7
6
,9
3
1

1
3
5
,6
7
6
,9
3
1

－
－

２
．
前

年
度

繰
越

金
　
　

7
0
,1
8
5
,9
5
7

7
0
,1
8
5
,9
5
7

－
－

　
１
．
委

託
金

繰
越

金
　

5
3
,0
5
8
,2
8
5

5
3
,0
5
8
,2
8
5

－
－

　
　
１
．
共

済
組

合
委

託
金

繰
越

金
1
2
,6
7
9
,3
4
5

1
2
,6
7
9
,3
4
5

－
－

　
　
２
．
健

保
組

合
委

託
金

繰
越

金
4
0
,3
7
8
,9
4
0

4
0
,3
7
8
,9
4
0

－
－

　
２
．
診

療
報

酬
繰

越
金
　

1
7
,1
2
7
,6
7
2

1
7
,1
2
7
,6
7
2

－
－

３
．
事

務
費

補
填

受
入

金
　
　

－
－

－
－

　
１
．
事

務
費

か
ら

の
補

填
受

入
金
　

－
－

－
－

計
1
2
,3
8
0
,5
5
7
,5
5
1

1
2
,1
6
5
,0
0
2
,1
5
7

2
1
5
,5
5
5
,3
9
4

2
1
3
,2
3
7
,0
9
4

仮
　
　
受
　
　
金

－
1
2
,4
9
3
,8
7
8

－
－

　
１
．
一

般
仮

受
金
　

－
1
2
1
,0
4
7

－
－

　
２
．
源

泉
徴

収
税

額
　

－
1
2
,3
7
2
,8
3
1

－
－

収
　
　
入
　
　
合
　
　
計

－
1
2
,1
7
7
,4
9
6
,0
3
6

－
－

（
注
）
１
．
委
託
金
及
び
診
療
報
酬
収
入
は
、
「
４
管
掌
別
診
療
報
酬
収
入
状
況
」
と
同
じ
で
あ
る
。

　
　
 
２
．
委
託
金
及
び
診
療
報
酬
収
入
の
請
求
額
に
は
、
前
年
度
収
入
未
済
額
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
当
該
額
は
備
考
欄
に
付
記
し
た
額
で
あ
る
。

　
　
 
３
．
源
泉
徴
収
税
額
は
、
所
得
税
源
泉
徴
収
額
の
う
ち
未
納
付
額
で
あ
る
。
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支
　
　
　
　
　
　
払
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目

支
払
確
定
額

支
　
払
　
額
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払
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額
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考
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．
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１
．
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報
酬

支
払

5
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2
8
,6
5
1
,8
7
5

5
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2
8
,5
8
9
,3
4
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6
2
,5
2
5

7
0
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1
4
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．
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療
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1
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4
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2
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9
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4
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3
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8
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1

　
３
．
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合
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療
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酬
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払
1
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1
3
,3
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4
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4
0

1
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3
,3
5
5
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2
5

9
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1
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1
3
,7
7
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．
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支

払
3
,3
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1
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5
1

3
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9
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3
4
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．
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報

酬
支

払
1
1
,3
3
0
,5
9
6

1
1
,3
3
0
,4
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3

1
1
3

1
8

　
６
．
感

染
症

結
核

診
療

報
酬

支
払

2
,4
0
1
,1
1
2

2
,4
0
1
,1
1
2

－
2
6
0

　
７
．
生

活
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護
診

療
報

酬
支

払
1
,7
5
1
,1
5
4
,9
8
0

1
,7
5
1
,1
3
8
,7
2
0

1
6
,2
6
0

7
,8
6
3
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．
戦

傷
病

者
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報

酬
支

払
1
0
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1

1
0
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2
1

－
1
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．
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支
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酬
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払
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．
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．
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－
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．
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．
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．
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．
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．
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－
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．
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介
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－
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．
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．
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．
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－

　
１
．
事

務
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－
－
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－

支
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1
2
,0
8
7
,3
0
2
,2
8
9

1
2
,0
8
7
,1
6
9
,3
8
9

1
3
2
,8
9
9

1
6
0
,7
6
8

（
注
）
１
．
診
療
報
酬
支
払
は
、
「
３
管
掌
別
診
療
報
酬
支
払
状
況
」
と
同
じ
で
あ
る
。

　
　
 
２
．
診
療
報
酬
支
払
の
支
払
確
定
額
に
は
、
前
年
度
支
払
未
済
額
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
当
該
額
は
備
考
欄
に
付
記
し
た
額
で
あ
る
。
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７　平成 28事業年度における事業の実施状況

　第１　平成 28事業年度における事業の概況

　�　平成 28年度の事業運営においては、地方単独医療費助成事業を含めたレセプトの取扱
件数が増加する中、診療報酬の適正な審査と迅速な支払による医療保険制度の公正性及び
信頼性の確保という基本姿勢を堅持しつつ、審査結果に関する的確な説明や、審査に関す
る不合理な差異解消のための一定の見解のとりまとめの取組みを進めるとともに、紙レセ
プトの画像化など事業運営の効率化を推進した。

　�　また、政府の規制改革推進会議及び厚生労働省の「データヘルス時代の質の高い医療の
実現に向けた有識者検討会」において支払基金のあり方が議論される中、その指摘を正面
から受け止めつつ、今日の時代にふさわしい審査支払業務のあるべき姿を見据え、ICTの
更なる活用による審査の段階化（コンピュータチェックで審査を完結できるものは完結）
等の取組みを盛り込んだ自らの改革案（今日における審査支払業務のあるべき姿と社会保
険診療報酬支払基金改革について）を策定し、平成 28年 6月にホームページで公表した。

　�　一方、議論途上の内容を事業化し、予算に反映させることが困難な状況下、平成 29年度
の予算の策定に当たっては、不断の業務改善に取り組む姿勢、改革案の具体化に着手する
体制が整っていることが見える予算とすべく、平成 28年度の予算総額を下回る範囲で必
要な事業の所要額を計上した。

　�　今後、改革の具体的な取組みと手順を明らかにした上で、着実に実行していくこととし
ている。

　第２　審査の充実

　１�　審査に関する更なる信頼性の向上
　　⑴�　ＩＴを活用した審査の充実
　　　�　審査をより効率的、効果的に実施するため、ＩＴを活用した審査充実方策を講じる

ことで審査の充実を図った。
　　　ア�　突合・縦覧点検の充実
　　　　ア�　突合点検
　　　　　�　医科・歯科レセプトと調剤レセプトの中には、氏名の記録方法が異なっている
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ことにより紐付けできないものがあり、医科・歯科レセプトと調剤レセプトとの
紐付け率は 8割程度であったが、平成 29年 2月に氏名を除外した再紐付け機能
の改修を行い、3月処理では紐付け率が 97％程度に向上した。

　　　　イ�　縦覧点検
　　　　　�　縦覧情報として蓄積した過去レセプトの査定情報等を抽出できる機能を拡充

し、診療行為、医薬品、特定器材及び傷病名を抽出可能とする機能の追加を行い
縦覧点検の充実を図った。

　　　イ�　ＩＴを活用した審査の重点化
　　　　�　重点的に審査を行う必要のある医療機関及びレセプトの選定に係る機能構築の検

討を行うこととしていたが、規制改革会議等の議論の状況も踏まえ、検討を中断し
た。

　　　ウ�　チェックマスタ等を活用したコンピュータチェックの整理及び精度向上
　　　　�　医薬品・診療行為等の請求及び査定の状況等を分析し、効果が優れているものを

選択してコンピュータチェックの対象とした。
　　　　ア�　チェックマスタを活用したコンピュータチェック
　　　　　�　平成 29年 3月審査分において、傷病名と医薬品の適応の適否を点検する医薬

品として 11,678 品目、医薬品の用量の適否について 23,549 品目、傷病名と医薬
品の禁忌等の適否について 941 品目、傷病名と診療行為の適応の適否について
1,035 項目及び歯式、傷病名と診療行為の適応の適否について 209 項目を対象に
実施した。

　　　　　�　また、請求実態を踏まえて、医薬品の用量チェックの設定値を見直し、精緻化
を図った。

　　　　　�　なお、平成28年度中に新規登録・変更・削除を行った医薬品は延べ4,760品目、
診療行為は延べ 497 項目である。

　　　　イ�　医科及び歯科電子点数表を活用したコンピュータチェック
　　　　　�　平成 29年 3月審査分において、電子点数表を活用した算定ルールに対する適

合性を点検するコンピュータチェックについて、医科 768,767 項目、歯科
329,991 項目を対象に実施した。

　　　　　�　なお、平成 28 年度中に新規登録・変更・削除を行った項目は医科が延べ
330,249 項目、歯科が延べ 170,595 項目である。

　　　　ウ�　点検条件の設定によるコンピュータチェック
　　　　　�　平成 29年 3月審査分において、他のコンピュータチェックでは対応できない

チェック項目の組合せなどの条件設定によるコンピュータチェックについて、
143,652 項目を対象に実施した。
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　　　　　�　また、既存事例の効果を検証し、登録事例及び登録条件の見直しを随時行い、
点検条件の精緻化を図った。

　　　　　�　なお、平成 28 年度中に新規登録・変更・削除を行った項目は延べ 38,804 項
目である。

　　　エ�　複数診療科にわたるレセプトの審査の充実
　　　　�　複数の診療科にわたる診療行為が記載されているレセプトについて、それぞれの

診療科の審査委員による審査が同時に可能となる機能の構築に向けた要件定義等に
ついて検討を行うこととしていたが、規制改革会議等の議論の状況も踏まえ、検討
を中断した。

　　　オ�　審査実績の分析及び評価の強化
　　　　�　審査実績の向上を目指しコンピュータチェックを効果的に機能させるため、個々

の診療行為や医薬品等に関し、コンピュータチェックの有無とそれに基づく審査決
定を行う過程における判断結果を確認できるよう分析機能の拡充を行った。

　　⑵�　DPCレセプトの審査の充実
　　　�　DPC対象病院から提出された入院レセプトについては、診断群分類番号の選択及

びDPCレセプトではなく出来高レセプトによる請求が適切かどうか等、DPC制度特
有の事項について確認が必要であり、出来高部分とは明確に区別した診断群分類に関
連する審査事務の体制を整備することで、審査事務の充実を図った。

　　　ア�　DPC対象病院から請求された入院レセプト全般に係る審査事務を行う専従者に
よる確認について、実施日を設定して行うなど、全国標準的な審査事務体制を整備
した。

　　　イ�　診断群分類番号に着目した審査事務の充実を図るため、「DPCレセプトの審査事
務に係る補助ツール」を活用し、リストアップされたレセプトについて、診断群分
類番号の確認及び出来高レセプトで請求すべきか否かの確認を実施した。

　　　ウ�　職員の審査事務能力向上を図るため、DPC対象病院から請求される入院レセプ
トに関する研修を中央研修で 1回、各支部研修で 1回実施した。

　　⑶�　職員の能力向上
　　　�　審査の充実、審査結果の説明及び適正なレセプト提出の推進を図るため、次の方策

を講じ、職員の医学的知識の向上を図った。
　　　ア�　審査事務能力の更なる向上に向けた職員研修の実施
　　　　ア�　審査実務研修
　　　　　ａ�　審査事務研修、DPC研修、審査事務歯科エキスパート研修、審査事務歯科初
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級研修及び調剤事務担当者研修を実施した。
　　　　　　�　なお、研修においては、審査結果の照会に対し分かりやすい説明が行えるよ

う、保険診療ルールの基礎となる告示・通知の解釈、保険者及び医療機関等に
対する説明方法等の習得を目的としたカリキュラムを実施した。

　　　　　　�　また、DPCレセプトの審査に関する研修については、診断群分類の構成等の
知識習得を研修プログラムに組み入れ、充実を図ることを目的として実施した。

　　　　　ｂ�　各支部における審査実務研修（支部研修）
　　　　　　�　審査事務充実グループと中央研修受講者が中心となり、中央研修資料を活用

し、計画的に研修を実施した。
　　　　イ�　理解度の把握
　　　　　�　職員個々の得意・不得意分野を把握することにより、その能力に応じたフォロー

アップを実施するため、審査事務の着眼点に関する全国一斉「理解度の把握」を
平成 29年 1月に「内科系」及び「外科系」、平成 29年 2月に「その他診療科」、
「DPC」及び「歯科」について実施した。

　　　　　�　また、中央研修後に実施する支部研修においても研修終了後に「理解度の把握」
を実施した。

　　　イ�　他支部による審査事務
　　　　�　職員の審査事務に関する医学的知識は、審査委員から得られるものが大きな要因

のひとつであることから、より専門的な診療科の審査委員を委嘱しているブロック
中核 11支部職員の審査事務のノウハウについてブロック内支部職員と共有化を図
ることを目的として実施した。

　　　　�　他支部による 2次点検の実施に当たっては、依頼する診療科を選定した上で、特
定の診療科に集中することがないよう支部間で協議し、効果的に実施した。また、
実施効果の把握・検証を行い、審査事務に関する情報共有の充実を図るとともに、
効果的な実施方法などについて検討した。

　　　ウ�　支部指導・支援
　　　　ア�　支部指導
　　　　　�　審査実績の分析・検証を行い、審査充実の取組みや審査実績が不十分であった

1支部に対して、問題点や課題を明確にした上で、当該支部長と十分協議を行い
再審査査定割合減少を目的とした方策に係る指導を実施した。

　　　　イ�　支部支援
　　　　　�　審査充実に取り組むため、効率的な審査結果理由の登録方法、DPC審査事務補

助ツールの活用、電子審査録の活用等、支部及びブロックからの要請等に基づき
支部支援を 9回実施した。



─ 18─

　　⑷�　適正なレセプト請求の推進
　　　�　業務処理の効率化や保険者のレセプト点検等の負担軽減を図るとともに、医療機関

等に対する審査の透明性を担保するため、次の方策を講じ、医療機関等による適正な
レセプト請求の推進を図った。

　　　ア�　請求誤り事例の情報提供
　　　　ア�　電話連絡、面接懇談等による改善要請
　　　　　�　支払基金から保険者又は医療機関に対しては、引き続き、再審査等結果通知書

又は増減点連絡書等により審査結果を連絡し、その結果に係る照会等については、
十分理解を得られるよう的確な説明に努めた。

　　　　　�　平成 28年度は、保険者に対して訪問懇談等を 348 回、医療機関に対して面接
懇談等を 119 回、来所懇談等を 1,482 回、電話連絡を 25,255 回、文書連絡を
191,757 回実施した。

　　　　イ�　広報誌及びブロック通信による情報提供
　　　　　�　厚生労働省の留意事項通知、疑義解釈等について、適宜、月刊基金及びブロッ

ク通信等に内容と事例を掲載し、関係者に周知した。
　　　イ�　電子点数表における収載情報の拡充
　　　　�　診療報酬請求分野のＩＴ化と適正なレセプト請求の推進を図るため、医科電子点

数表及び歯科電子点数表に収載する情報の拡充、具体的には医科電子点数表及び歯
科電子点数表を構成しているテーブル情報への追加により、効果が期待できる情報
の選定について検討を進めた。

　　　ウ�　未コード化傷病名の改善要請
　　　　ア�　未コード化傷病名コードについては、使用が顕著に見受けられる医療機関に対

して、傷病名マスタに登録された傷病名コードを使用するよう、適宜、各支部か
ら働きかけた。

　　　　　�　この結果、未コード化傷病名コードの使用状況は、平成 28年 1月請求分では
2.6％であったが、平成 29年 1月請求分では 2.3％と 0.3 ポイントの減となった。

　　　　イ�　未コード化特定器材コードについても、使用が顕著に見受けられる医療機関及
び薬局に対し、特定器材マスタに登録された特定器材コードを使用するよう、適
宜、各支部から働きかけた。

　　　　　�　この結果、未コード化特定器材コードの使用状況は、平成 28年 1月請求分で
は 1.7％であったが、平成 29年 1月請求分では 1.5％と 0.2 ポイントの減となっ
た。
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　　⑸�　保険者及び医療機関等に対する説明責任の履行
　　　ア�　審査結果に関する的確な説明の実施
　　　　�　審査結果の具体的な理由を文章により連絡する「審査結果連絡機能」の活用状況

を把握し、当該連絡の拡充を図り、関係者に対する審査結果の的確な説明に努めた。
　　　　�　具体的には、保険者団体及び診療担当者団体との打合せ会については、平成 28

年度に平均 17回実施しており、打合せ会において審査結果に関する説明を行った。
　　　　�　また、中央研修の審査実務研修（医科 6回・DPC1 回・歯科 2回・調剤 1回）に

おいて、審査結果の照会に対して的確な説明を行うための研修を実施し、説明能力
の向上を図った。

　　　イ�　審査委員長会議における検討協議結果の公表及び審査充実全体会議における審査
の取扱いに関する情報の提供

　　　　ア�　審査委員長会議における検討協議結果の公表
　　　　　�　審査委員長会議の透明性を図るため、検討協議結果について公表した。
　　　　　�　なお、平成 29年 3月に開催した全国基金審査委員長会議において、「支払基金

における審査の一般的な取扱いの公表に関する検討委員会」で検討した公表手続
きについても承認されたことから、4月に向けて公表準備を整えた。

　　　　イ�　審査充実全体会議における審査の取扱いに関する情報の提供
　　　　　�　平成 28 年度は、「一定の見解」について、平成 29 年 2月までに 35 事例を関

係団体へ情報提供した。
　　　　　�　なお、審査に関する透明性の更なる向上を図るため、公表に向けた諸準備を取

り進めた。
　　　ウ�　保険者との役割分担の明確化
　　　　�　保険者との役割分担を明確にするためにコンピュータチェックの対象となる医薬

品名や突合点検における紐付け結果等を保険者に情報提供することを予定していた
が、規制改革会議等の議論の状況も踏まえ、検討を中断した。

　　⑹�　審査の充実に関する数値目標
　　　�　支払基金が目指すところは、原審査の更なる充実と審査結果の丁寧な説明であるこ

とから、達成指標として平成 32年度までの数値目標を掲げ、目標達成に向け各種方
策を実施した。

　　　ア�　再審査査定割合
　　　　�　全査定点数に占める突合点検・縦覧点検を含めた再審査査定点数の割合は、平成

28 年 3月審査分では 16.9％であったが、平成 29 年 3月審査分では 18.3％と 1.4
ポイントの増となった。
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【再審査査定割合】 平成 29年 3月審査分

総　　数 18.3％

単月点検 11.0％

突合点検 37.2％

縦覧点検 45.5％

　　　イ�　説明責任の履行に関する数値目標
　　　　�　保険者及び医療機関等に対し説明責任の履行に関する指標として、数値目標を設

定し、目標達成に向けて取り組んだ。
　　　　ア�　審査結果理由の連絡欄への記載割合
　　　　　�　保険者からのオンライン再審査請求に対する審査結果が「原審どおり」である

場合における「具体的な理由」の連絡欄への記載割合は、平成 28年 3月審査分
21.8％から、平成 29年 3月審査分 25.8％と 4.0 ポイントの増となった。

　　　　　�　また、医療機関等からの電子レセプトを使用した請求に対する原審査の審査結
果が「査定」である場合における「具体的な理由」の連絡欄への記載割合は、平
成 28年 3月審査分 2.3％から、平成 29年 3月審査分 22.3％と 20.0 ポイントの
増となった。

　　　　イ�　保険者との打合せ会等の実施回数
　　　　　�　22 回程度の目標設定に対し、平成 28年度において、平均 17回実施している。
　　　ウ�　サービス向上計画で掲げた数値目標
　　　　ア�　原審査査定点数に占めるコンピュータチェックの寄与割合
　　　　　�　原審査査定点数に占めるコンピュータチェックの寄与割合について医科分の電

子レセプトに係る原審査査定点数（単月点検分）のうち、コンピュータチェック
を契機とするものの割合は、平成 28年 3月審査分では 56.7％であったが、平成
29年 3月審査分では 58.9％と 2.2 ポイントの増となった。

　　　　イ�　突合点検及び縦覧点検の査定件数及び査定点数
　　　　　�　突合点検分については、原審査請求件数 1万件当たりの査定件数は、平成 28

年 3月審査分では 17.0 件であったが、平成 29年 3月審査分では 20.6 件と 3.6
件の増となった。

　　　　　�　また、原審査請求点数1万点当たりの査定点数は、平成28年3月審査分では3.1
点であったが、平成 29年 3月審査分では 3.6 点と 0.5 点の増となった。

　　　　　�　縦覧点検分については、原審査請求件数 1万件当たりの査定件数は、平成 28
年 3月審査分では 12.3 件であったが、平成 29年 3月審査分では 16.7 件と 4.4
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件の増となった。
　　　　　�　また、原審査請求点数1万点当たりの査定点数は、平成28年3月審査分では1.9

点であったが、平成 29年 3月審査分では 2.5 点と 0.6 点の増となった。
　　　　ウ�　保険者の再審査請求件数
　　　　　�　原審査請求件数 1万件当たりの保険者の再審査請求件数については、平成 28

年 3 月審査分では 112.9 件であったが、平成 29 年 3 月審査分では 131.8 件と
18.9 件の増となった。

　　⑺�　査定に現れない審査の意義
　　　�　支払基金の存在意義として、査定に現れない審査の意義を分かりやすく説明するこ

とが重要であることから、審査委員又は職員による連絡、懇談での改善要請を通じた
レセプトの適正化に係る効果を把握した。

　２�　審査に係る差異の解消
　　⑴�　これまでの取組みの強化
　　　ア�　審査委員会の機能強化
　　　　�　審査の不合理な支部間差異解消に向けて、審査委員会の機能を強化するため、引

き続き、次の取組みを実施した。
　　　　ア�　新規の支部間差異が発生しないよう、保険診療ルールに関する疑義や学会等ガ

イドラインの保険診療ルールとの不整合について、専門分野別専門医グループ
（ワーキンググループ）において、2事例についての見解を検討した。

　　　　イ�　審査委員会相互間の連携が図られるよう、審査委員長等ブロック別会議を計
19回開催（医科 6回、歯科 7回、調剤 6回）した。

　　　　ウ�　専門医の審査委員が不在である診療科等に属するレセプトについて、審査委員
間の審査照会（コンサルティング）を医科 7事例、歯科 2事例実施した。

　　　　エ�　審査委員と職員との連携強化等を目的に医療顧問の全国配置を目指し、平成
29年 3月現在、45支部で 130 名を配置した。

　　　イ�　審査の差異に関する分析評価
　　　　ア�　審査に関する不合理な差異解消のため、引き続き、支部別のコンピュータチェッ

クに係るデータを活用して審査の差異に関する分析評価を実施した。
　　　　イ�　審査取決事項システムに蓄積した全国の審査取決事項等を様々な視点で集約、

分析し、その結果等を審査委員長等ブロック別会議などにおける検討・協議に活
用し、審査の差異の解消に向け審査委員間、支部間の情報の共有化を図った。



─ 22─

　　⑵�　更なる取組み：「審査充実全体会議」
　　　ア�　審査に関する不合理な差異解消及び審査の充実を図るため、平成 27年 3月に「審

査充実全体会議」を設置し、平成 28年度においては 5回開催した。
　　　　ア�　差異に係る事例を収集するための 4つの分野に着目した小委員会を設置し、そ

れぞれに「検討を要する事例」を選定した。
　　　　イ�　差異について「算定ルールに関する事例」と「医学的判断を要する事例」に分

類し、迅速に検討・協議した上で「一定の見解」35事例を取りまとめ、平成 29
年 3月開催の審査委員長会議へ報告の上、了承された。

　　　　　�　なお、取りまとめた 35事例の内訳は次のとおりである。
　　　　　　・コンピュータチェックの事例について 3事例
　　　　　　・審査取決事項の事例について 21事例
　　　　　　・苦情等相談窓口の事例について 9事例
　　　　　　・審査結果分析の事例について 2事例

　　　　　�　また、「一定の見解」については、厚生労働省保険局医療課、日本医師会、健康
保険組合連合会、全国健康保険協会及び国民健康保険中央会に対して説明した上
で、都道府県関係団体に対して情報提供を行った。

　　　　　�　なお、審査に関する透明性の更なる向上を図るため、平成 29年 1月に基金本
部内に「支払基金における審査の一般的な取扱いの公表に関する検討委員会」を
設置し、平成29年3月までに検討協議を重ね、公表に向けた諸準備を取り進めた。

　　　イ�　審査の透明性の向上
　　　　�　審査における一般的な取扱いについて広く関係者に情報提供を行い、審査の透明

性を高めることを目的に、審査情報提供委員会及び審査情報提供歯科検討委員会で
検討・協議し、医科で 5事例、歯科で 5事例の情報を提供した。

　　　ウ�　「審査に関する支部間差異解消のための検討委員会」の取組み
　　　　�　審査に関する支部間差異解消のための検討委員会の検討事例等の支部の登録状況

を、審査充実全体会議の提案を受けて中央検討委員会が検証し、「取扱いの収斂が
可能な事例」等の検討・協議を行う体制を整備した。

　第３　請求支払業務の適正化及び効率化

　１�　電子化による業務の効率化
　　⑴�　紙レセプトの画像化
　　　�　紙レセプトの減少を踏まえ、効率的な業務フローとするため、平成 28年 4月処理
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からすべての紙レセプトの画像化による請求支払業務を実施し、医療機関等から請求
された紙レセプトを画像化した上で、オンライン又は電子媒体により画像レセプトを
保険者等へ請求した。

　　　�　なお、画像レセプトの受取り対応が整わない保険者等に対しては、画像レセプトか
ら出力した紙レセプトを併せて提供した。

　　⑵�　請求・支払関係帳票
　　　�　診療報酬等請求県別内訳（機械様式第 26 号）、再審査等結果通知書（機械様式第

904 号・機械様式第 905 号）について、保険者等における利用状況の調査結果を踏ま
え、帳票の送付廃止に向け、関係者と協議した。

　　　�　この結果、平成 29年度（29年 4月処理 5月請求分）から、全国健康保険協会あて
再審査等結果通知書の送付を廃止することとした。

　２�　業務の集約化・一元化等
　　⑴�　平成 28年 4月からの紙レセプトの画像化による請求支払業務の実施に併せ、請求

支払業務をこれまでのブロック中核 11支部から特定 5支部へ集約し、業務の効率化
を図った。

　　⑵�　これまで支部で行っていた相続・破産関係業務については、平成 28年 4月から本
部へ一元化し、更なる業務処理の効率化を図った。

　　⑶�　マスタ登録業務の集約化については、地方厚生局等から通知される情報の電子化を
見据え、引き続き検討することとしている。

　　　�　なお、出産育児一時金処理に係る助産所マスタについては、登録に関する業務を本
部で一元化し、効率化を図った。

　　⑷�　オンラインで受け取ることができない保険者及び医療機関等への請求・支払関係帳
票等の送付業務に係る集約化について、電子化された請求・支払関係帳票に係る受取
対応の状況等を踏まえて検討を行った。

　　⑸�　保険者等からの再審査請求の資格関係業務について、業務処理の効率化の観点から
集約化を見据え、引き続き、保険者団体等の打合せ会等において説明し、オンライン
による再審査請求の推進を図った。
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　　⑹�　地方厚生（支）局の指導・監査に基づく返還金控除処理に係る提出書類の電子化に
ついて、引き続き、厚生労働省に電子化への働きかけを行った。

　３�　診療報酬等の収納と迅速・適正な支払
　　�　本部一元化後の資金管理業務として、本・支部一体となり、診療報酬等の収納に努め、
支払日どおり迅速・適正な支払を行った。

　　⑴�　診療報酬等の請求は、毎月 10日までに行い、契約書に示した納入期日までに納入
されない保険者等に対しては、本部において迅速に収納督促を実施するとともに、本・
支部が連携し、翌月以降、確実に納入されるよう事前連絡等を行った。

　　⑵�　医療機関等が廃止、破産又は解散した後において再審査等の処理により過払金が発
生した場合は、速やかに戻入手続きをとるなど迅速・適切な事務処理を行った。

　　⑶�　債権関係業務において、債権譲渡、差押等に係る事務処理については、毎月、平均で
医療機関数は約 7,000 医療機関、通知書数は約 5,800 件を対象に、また、相続・破産
に係る事務処理については、毎月、平均で約 60医療機関を対象として、当該通知書の
内容及び支払先等について、複数の職員による確認を確実に行い、最終的に管理者が
再確認を行うことにより適正に処理した。

　　⑷�　平成 28年度委託金の収納処理については、納入期日となる 4月 28 日において、健
康保険組合の 3保険者が未納となったが、その後、5月 2日に納入され完了した。

　　　�　また、委託金の返還処理については、4月 28 日に完了した。
　　　�　なお、平成 28年度における委託金額は、540 億円であった。

　４�　保険者及び医療機関等に対するサービスの向上
　　�　平成 28年度においては、保険者団体、診療担当者団体等に対して、支払基金の取組み、
事業内容などを分かりやすく説明するとともに、保険者団体、診療担当者団体等の意見
及び要望を組織的に共有してその後の事業運営に的確に反映することを目的として、全
支部で延べ 1,089 回にわたり、打合せ会を開催した。

　５　事務処理誤りの防止等
　　⑴�　業務の見える化
　　　�　事務処理マニュアルについて、業務処理の適切な運営と事務処理誤りの未然防止を

図るため、支部における業務の実情及び事務処理誤りの発生状況等を踏まえ、平成 28
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年 7月及び 12月に見直し・改善を実施した。

　　⑵�　情報の共有
　　　�　支部からの事務処理誤りやヒヤリ・ハットに係る報告事例を集約・分析し、その防

止策を検討した上で、事故防止の観点から重要度の高い事例を選定し、全支部に情報
を提供した。

　　　�　また、速やかに情報共有する必要がある報告事例については、適宜、全支部にその
状況等を周知し、注意喚起を行った。

　　⑶�　職員の意識・資質の向上
　　　�　引き続き、基金職員としての倫理の徹底、事務処理誤りの防止及び危機管理能力の

向上等に係る研修の充実・強化を図り、職員の意識の啓発と資質の向上に取り組んだ。

　　⑷�　ＩＴの活用
　　　�　「手作業が多く介在する業務処理」について、可能な限りシステムによるチェック

を導入し、事務処理誤り防止を図った。

　６�　オンライン化の推進
　　�　レセプトの電子化がおおむね完了した現在、今後、更なる業務効率化を進めるために
は、支払基金の努力のみでは困難な部分もあることから、関係者に対して協力を求めた。

　　⑴�　医療機関等からのオンライン請求
　　　�　オンラインによる請求への移行について、基金支部と国保連合会が協力して、電子

媒体による請求を実施している請求件数が多い（800 件以上／月）医療機関等（4,134
機関）に対して依頼文書を送付した。また、平成 27 年 12 月以降に新たにオンライ
ン請求を実施した 23機関への個別訪問懇談を実施し、次年度の働きかけの参考とす
るため、オンライン請求実施後の状況の聴取を行った。

　　⑵�　医療機関等からの返戻再請求
　　　�　返戻再請求のオンライン化について、基金支部と国保連合会が協力して、オンライ

ンによる請求を実施しているが紙媒体による返戻再請求の請求件数が多い（30 件以
上／月）医療機関等（2,196 機関）に対して依頼文書を送付した。また、依頼文書の
送付後、154 機関への個別訪問懇談を実施し、協力要請を行った。
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　　⑶�　保険者からの再審査請求
　　　�　再審査請求のオンライン化について、オンラインによる再審査請求を実施していな

い保険者（1,370 保険者）に対して依頼文書を送付した。また、依頼文書の送付後、
121 保険者への個別訪問懇談を実施し、協力要請を行った。

　　　�　なお、平成29年3月受付分において、オンラインによる再審査等の申出保険者数は、
全国健康保険協会のほか、139 健保組合、715 共済組合、448 公費負担医療実施機関
であり、オンラインによる再審査等受付件数は、平成 28年 3月受付分では約 72万件
（再審査等の申し出件数のうち 64％）であったが、平成 29 年 3 月受付分では約 97
万件（再審査等の申し出件数のうち 70％）となった。

　　⑷�　公費負担医療実施機関のオンライン受取り
　　　ア�　オンラインによる受取りへの移行について、公費負担医療実施機関で請求件数が

多い精神通院医療実施機関（法別 21）（65 機関）に対して依頼文書を送付した。
また、依頼文書の送付後、28機関への個別訪問懇談を実施し、協力要請を行った。

　　　　�　なお、レセプト又は連名簿をオンラインによる受取りを行っている公費負担医療
実施機関数は、平成 28年 3月審査分では 2,268 実施機関であったが、平成 29年 3
月審査分で、2,310 実施機関となった。

　　　イ�　オンラインによる受取りを行っている生活保護実施機関（法別 12）において、
紙媒体による再審査請求がされている 427 機関に対して依頼文書を送付した。ま
た、紙媒体による再審査請求件数が 20件を超える実施機関から 31機関を選定し、
個別訪問懇談を実施し協力要請を行った。

　７�　機器更新及びシステムを効率化するための対応等
　　�　平成 32年度に更新時期を迎えるシステムの機器更新に併せ、システムの効率化等を
図るための対応（「請求支払処理方式の見直し」、「業務プログラムの共通化」、「原審査・
再審査情報を一元的に管理するデータベースの構築」及び「突合点検処理方式の見直し」）
については、規制改革会議等の議論の状況も踏まえ、検討を中断した。

　８�　70 歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置の事務処理について
　　�　平成 26 年 4月 1日以降新たに 70 歳になる被保険者等から段階的に一部負担金等の
割合を 2割とする取扱いについて、「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽
減特例措置実施要綱」に基づき、医療機関等へ適正に支払を行った。
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　第４　支払基金の保有する人材やノウハウを活用した業務の拡大

　１�　地方単独医療費助成事業に係る審査支払業務の拡大
　　�　平成 28年度は、16都道府県において 68市区町村の地方単独医療費助成事業を新規
受託した。

　　�　平成 28年度の受託件数は、約 1億 1,105 万件（対前年度比 24％の増）となった。
　　�　なお、本部から福井県及び大阪府を訪問し、関係方面への働きかけを行った。平成 29
年 3月現在において支払基金に審査支払業務を委託している都道府県の数は、32 都道
府県となった。

　２�　出産育児一時金等の直接支払制度に係る正常分娩分の受託
　　�　出産育児一時金等の直接支払制度に係る正常分娩分の平成 29年 4月からの新規受託
に向けて、関係団体との調整を図るとともに、支部における実施体制を整備すべく必要
な業務量や件数を見込みつつ、業務処理体制の構築を進めた。

　３�　レセプト電子データ提供事業
　　�　保険者のニーズにこたえるため、引き続き、レセプト電子データ提供事業を実施した。
　　�　また、公費負担医療実施機関に対しても、引き続き、オンライン又は電子媒体での電
子レセプトの受取りを前提として、レセプト電子データ提供事業により画像・テキスト
データを提供した。

　　�　なお、平成 29年 3月のレセプト電子データ提供は、全国健康保険協会と健保組合で
1,399 組合約 26,437 千件（対前年度比 7組合の減、2,469 千件の増）、共済組合は 85
組合（1,067 窓口）約 3,833 千件（対前年度比 5窓口、81千件の減）、公費負担医療実
施機関と自衛官等療養実施機関で 2,649 機関約 4,837 千件（対前年度比 257 機関、
374 千件の増）となった。

　第５　効率的な事業運営

　１�　保有宿舎の整理
　　⑴�　媒介業者の選定等
　　　�　平成 29年度以降の保有宿舎売却に向け、総合評価落札方式による一般競争入札に

て媒介業者の選定を行った。
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　　⑵�　借上げ宿舎への移行
　　　�　平成 29年度に売却予定の保有宿舎 20棟 36 戸のうち、19棟 35 戸については、平

成 29年 3月末までに借上げ宿舎への移行を完了した。
　　　�　なお、熊本市に保有の 1棟 1戸については、平成 28年 4月に発生した熊本地震の

影響による賃貸物件の供給不足を勘案し、移行を保留した。

　２�　コンピュータシステム関連経費
　　⑴�　システム改修経費
　　　�　業務アプリケーションに係るシステム改修経費について、改修規模の妥当性を精査

し、工数を適正化した。

　　⑵�　システム運営経費
　　　�　システムの運用管理を委託している業者の業務内容を精査した上で、運用改善を図

り、平成 29年度医療事務電算システム運用経費に反映させた。

　　⑶�　機器等の調達
　　　�　機器等の調達については、公平性・透明性の観点から一般競争入札により業者を選

定した。

　３�　競争原理を働かせた調達方法
　　　�　物品等の調達について、平成 25 年度から導入したオープンカウンタ方式により、

平成 28年度においては、10件の調達を実施した。

　４�　手数料水準
　　　�　全レセプトの平均手数料について平成 28年度予算では、平成 27年度予算（77.60

円）と比較して▲ 3.9％（▲ 3.0 円）に相当する 74.60 円に引き下げた。
　　　�　なお、平成 28年度予算での全レセプトの平均手数料は、ピーク時の平成 9年度決

算（107.88 円）と比較して▲ 30.8％（▲ 33.28 円）となった。

　５�　予算及び決算における PDCAサイクル
　　　�　平成 27年度予算と平成 27年度決算との異同を分析し、その結果を平成 28年度予

算の執行及び平成 29年度予算の編成に的確に反映させた。
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　第６　医療保険制度に貢献する公的な役割

　１�　平成 28年度における診療報酬改定等への円滑な対応
　　�　平成 28年度診療報酬改定等においては、これまでの診療報酬改定と同様に、レセプ
ト電算処理システムの基盤となる記録条件仕様、標準仕様及び基本マスタ等を的確に更
新した。

　２�　レセプト電算処理システムの開発及び運用
　　�　診療報酬の審査支払の専門機関として蓄積されたノウハウを活かし、適宜、記録条件
仕様、標準仕様及び基本マスタ等を整備し、厚生労働省へ提示した。

　３�　電子点数表の作成及び公表
　　�　診療報酬点数表等の改正事項について、厚生労働省と連携を密にし、医科電子点数表
及び歯科電子点数表に的確に反映・更新した。

　４�　医療費の動向に関する分析
　　�　平成 28年度診療報酬改定前後の医療費の動向について、診療項目別・増減要因別に
分析し公表した。また、後発医薬品の数量シェアについても、医科・歯科別に集計し公
表した。

　５�　諸外国の審査機関等との情報交換
　　�　診療報酬の審査・請求支払を実施する専門機関として、平成 28年度は、韓国健康保
険審査評価院（HIRA）及び国際協力機構（JICA）からの依頼による諸外国の視察団を
受け入れ、また、韓国へ訪問し、健康保険審査評価院（HIRA）及び国民健康保険公団
（NHIS）と、積極的に情報交換を実施した。

　第７　組織運営に関する事項

　１�　人材育成の推進
　　�　職員個々の能力・成果等を的確に評価し、能力開発・向上に活用することを目的とし
た人事評価制度の取組みを実施した。

　　�　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づいた「社会保険診療報酬支払
基金行動計画」の取組みを実施した。
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　　�　中央研修については、階層別研修、技能研修のほか審査事務能力の向上を図るため実
務研修に重点を置いて実施した。

　　�　このほか、支部実践研修を始め、支部職員の研修・自己啓発を支援する研修資料を提
供した。

　２�　ＩＴガバナンスの確立
　　�　コンピュータシステムに関する業務の標準化及び開発見積りの精査等、ＩＴ利活用の
適正化に資することを目的として、次の施策を実施した。

　　⑴�　システム開発、運用等に必要な各種業務ガイドラインの作成と活用

　　⑵�　システム開発における品質管理及び資産管理のプロセス改善

　　⑶�　ファンクションポイント法等を用いたシステム開発の見積り精査

　　⑷�　コンピュータシステム担当職員を対象として、システム開発に係る知識の向上を図
るための研修を開催

　　⑸�　システムの管理手法、品質管理及びシステム見積技法など、最新のＩＴ技術動向の
調査研究

　３�　コンプライアンスの徹底
　　�　「コンプライアンスの手引き」及び「情報セキュリティガイド」等を活用し、職員等
に対しコンプライアンスの重要性について周知するとともに、自己点検シートを用いた
教育・訓練を実施し、コンプライアンスの更なる徹底を図った。

　４�　監査の実施
　　�　事業運営の透明性を確保するため、内部監査及び監事監査のほか、監査法人による外
部監査を実施した。

　　�　内部監査については、本部監査（経理部は毎年、その他の部署は 2年に 1回）及び
16支部に対して支部総合監査を実施した。

　　�　また、内部監査の強化を図るため、平成 27年度支部総合監査の実施支部に対して、改
善状況の継続的フォローアップを行ったほか、支部部分監査の実施基準を定め、該当す
る 6支部に対して支部部分監査を実施した。

　　�　監事監査については、本部及び 6支部に対して実施した。
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　　�　また、本年度から常勤監事による支部へのモニタリングを 9支部に対して実施した。
　　�　監査法人による外部監査については、本部及び 5支部に対して実施した。

　５�　情報セキュリティの強化
　　�　情報資産に対するセキュリティを引き続き確保・維持し、更に強固なものとするため、
外部機関による監査の実施、接続機器の使用制限の実施など、情報セキュリティの強化
を図った。

　６�　広報の強化・充実
　　⑴�　支払基金メールマガジンによる情報発信
　　　�　支払基金メールマガジンを活用し、オンライン請求システムで、電子レセプトを提

出する医療機関等及び電子レセプトを受け取る保険者を支援するため、オンラインで
のデータの提供の日程、コンピュータシステムの障害の発生の状況及びプレスリリー
スを発信した旨をメールで通知した。

　　⑵�　苦情や相談に際しての懇切丁寧な対応
　　　�　保険者や医療機関等からの苦情、相談及び照会等について、迅速かつ懇切丁寧に対

応した。
　　　�　また、必要に応じ、それらの内容を取りまとめ、支部に提供し、情報の共有化を図っ

た。

　　⑶�　フォーラムの開催
　　　�　医療保険制度を支える審査委員会の役割や審査の現状について国民に向けて発信し

ていくことを目的として、平成 28年 7月に北海道、10月に石川、平成 29年 2月に
香川において「保険診療と審査を考えるフォーラム」を支部主催で開催した。

　　⑷�　継続的な広報活動の展開
　　　�　支払基金の事業運営に対する関係者の信頼を確保するためには、事業を適正に運営

するほか、自らの事業内容や状況を分かりやすく説明することも重要であることから、
引き続き、保険者及び医療機関のほか、被保険者等に対して、医療保険制度を支える
支払基金の存在意義が理解されるよう、本部・支部が一体となって、支払基金の取組
みに関する広報を次のとおり実施した。

　　　ア�　記者会見の開催
　　　イ�　プレスリリースの実施
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　　　ウ�　支払基金ホームページの更新・充実
　　　エ�　支払基金の事業運営に関する疑問への適切な対応
　　　オ�　毎月の支払基金広報誌（「月刊基金」）の発行
　　　カ�　支部における広報活動の実施
　　　　・�毎月の支部広報誌の発行
　　　　・�被保険者等に向けた広報活動

　７�　社会保障・税番号制度への対応
　　�　役職員等及び医療機関等に係るマイナンバー等の収集については、「行政手続におけ
る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」等の関係法令・「特定個人
情報の適正な取扱いに関するガイドライン」等を遵守の上、適正かつ円滑に行った。

　　�　提供されたマイナンバー等は、特定個人情報の漏えい防止のため厳格に利用・管理す
るとともに、税分野における行政機関への届出等を適正に行った。
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財 産 目 録
貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書
キャッシュ・フロー計算書

平成 28 事業年度一般会計

事 業 費 勘 定
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平成 28 事業年度一般会計
事 業 費 勘 定 財 産 目 録

（平成 29年 3月 31日現在）

資　　　　　産　　　　　の　　　　　部

区　　　　分
内　　　　　　　　訳

金　　　額
摘　　　　要 金　　　額

千円 千円

流 動 資 産 255,951,785
現 金 及 び 預 金 200,235,057

普 通 預 金 146,235,057
定 期 預 金 54,000,000

有 価 証 券 43,970,000
譲 渡 性 預 金 43,970,000

未 収 入 金 11,745,816
未 収 診 療 報 酬 615,394
請求不足診療報酬 158,315
過 払 診 療 報 酬 10,972,107

そ の 他 の 流 動 資 産 911
未 収 収 益 369
仮 払 金 541

資 産 合 計 255,951,785

負　　　　　債　　　　　の　　　　　部

千円 千円

流 動 負 債 201,738,328
未 払 金 10,968,311

未 払 診 療 報 酬 108,385
支払不足診療報酬 149,805
過請求診療報酬 10,710,121

前 受 金 178,396,815
前 受 診 療 報 酬 178,396,815

預 り 金 12,372,831
預 り 源 泉 所 得 税 12,372,831

そ の 他 の 流 動 負 債 369
その他の未払金 369

固 定 負 債 54,213,457
預 り 委 託 金 54,213,457

預 り 委 託 金 54,213,457

負 債 合 計 255,951,785

差 引 正 味 財 産 ─
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平成 28 事業年度一般会計
事 業 費 勘 定 貸 借 対 照 表

（平成 29年 3月 31日現在）

資 産 の 部 負 債 の 部

区 分
注記
番号

金 額 区 分
注記
番号

金 額

（ 資 産 の 部 ）
千円

（ 負 債 の 部 ）
千円

 流 動 資 産 Ⅰ 流 動 負 債

１　 現金及び預金 200,235,057 １　 未 払 金 10,968,311

２　 有 価 証 券 43,970,000 ２　 前 受 金 178,396,815

３　 未 収 入 金 11,745,816 ３　 預 り 金 12,372,831

４　 その他の流動資産 911 ４　 その他の流動負債 369

流 動 資 産 合 計 255,951,785 流 動 負 債 合 計 201,738,328

Ⅱ　 固 定 負 債

　　 預 り 委 託 金 54,213,457

固 定 負 債 合 計 54,213,457

資 産 合 計 255,951,785 負 債 合 計 255,951,785
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平成 28 事業年度一般会計
事業費勘定損益計算書

自　平成 28年 4月 01日
至　平成 29年 3月 31日

区　　　　　分
注記
番号

金　　　　　額

千円 千円

〔経常損益の部〕

（ 業 務 損 益 の 部 ）

Ⅰ　 業 務 収 益

診 療 報 酬 収 入 12,086,589,483 12,086,589,483

Ⅱ　 業 務 費 用

診 療 報 酬 支 出 12,086,589,483 12,086,589,483

　　 業 務 利 益 ─

（ 業 務 外 損 益 の 部 ）

Ⅰ　 業 務 外 収 益

１ 受 取 利 息 4,941

２ 有 価 証 券 利 息 15,067

３ 延 滞 金 収 入 34 20,043

Ⅱ　 業 務 外 費 用

事 務 費 勘 定 へ 繰 入 20,043 20,043

　　 経 常 利 益 ─

当 期 純 利 益 ─
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平成 28 事業年度一般会計
事業費勘定キャッシュ・フロー計算書

自　平成 28年 4月 1日
至　平成 29年 3月 31日

区　　　　　　　分
注記
番号

金　  　　　　額

千円
Ⅰ　 業務活動によるキャッシュ･フロー

診療報酬収入 12,093,660,485

預り委託金収入 1,480,341

預り源泉所得税受入 155,488,786

診療報酬支出 △ 12,087,169,389

預り委託金返還 △ 325,169

預り源泉所得税納付 △ 154,865,633

小 計 8,269,420

利息の受取額 20,551

その他 △ 20,551

業務活動によるキャッシュ･フロー 8,269,420

Ⅱ　 投資活動によるキャッシュ･フロー

投資活動によるキャッシュ･フロー ─

Ⅲ　 財務活動によるキャッシュ･フロー

財務活動によるキャッシュ･フロー ─

Ⅳ　 現金及び現金同等物に係る換算差額 ─

Ⅴ　 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 8,269,420

Ⅵ　 現金及び現金同等物の期首残高 235,935,636

Ⅶ　 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 244,205,057



─ 39─

　重要な会計方針

期　　別

項　　目

当会計期間

　キャッシュ･フロー計算書に

おける資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満

期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短

期的な投資からなっております。

自　平成 28年 4月 1日
至　平成 29年 3月 31日
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　注記事項
　（キャッシュ・フロー計算書関係）

当会計期間末

（平成 29年 3月 31日現在）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係

現金及び預金 200,235,057 千円

容易に換金可能で価値変動リスクが 
僅少な短期投資（有価証券） 43,970,000

現金及び現金同等物 244,205,057
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財 産 目 録
貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書
キャッシュ・フロー計算書

平成 28 事業年度一般会計

事 務 費 勘 定
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平成 28 事業年度一般会計
事 務 費 勘 定 財 産 目 録

（平成 29年 3月 31日現在）

資　　　　　産　　　　　の　　　　　部

区　　　　分
内　　　　　　　　訳

金　　　額
摘　　　　要 金　　　額

千円 千円

流 動 資 産 73,478,977
現 金 及 び 預 金 現 金 1,928

普 通 預 金 7,784,594
定 期 預 金 58,922,157

未 収 事 務 費 6,657,804
その他の流動資産 未 収 収 益 33

未収レセプト電子データ提供料 55,602
未 収 購 読 料 35
その他の未収入金 9,237
立 替 金 9,304
仮 払 金 38,278

固 定 資 産 80,989,629
有 形 固 定 資 産 79,195,929
建 物 69,719,460
減価償却累計額 △ 28,756,916

建 物 付 属 設 備 6,804,268
減価償却累計額 △ 3,666,600

構 築 物 1,765,801
減価償却累計額 △ 1,479,443

工 具 器 具 備 品 5,682,110
減価償却累計額 △ 3,426,721

土 地 31,998,647
リ ー ス 資 産 1,869,132
減価償却累計額 △ 1,313,807

無 形 固 定 資 産 1,675,378
電 話 加 入 権 35,046
ソ フ ト ウ ェ ア 1,640,331

投資その他の資産 118,321
敷 金 ・ 保 証 金 116,270
そ の 他 2,051

資 産 合 計 154,468,607
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負　　　　　債　　　　　の　　　　　部

区　　　　分
内　　　　　　　　訳

金　　　額
摘　　　　要 金　　　額

千円 千円

流 動 負 債 10,679,858

未 払 金 5,253,668

未 払 消 費 税 等 1,253,990

預 り 金 303,619

賞 与 引 当 金 2,656,360

その他の流動負債 未 払 費 用 383,418

前 受 収 益 462

仮 受 金 532,527

短期リース債務 291,717

短期資産除去債務 3,846

短 期 未 払 金 247

固 定 負 債 70,150,990

退 職 給 付 引 当 金 69,850,739

その他の固定負債 長期リース債務 299,838

長 期 未 払 金 412

負　　　債　　　合　　　計 80,830,849

差 引 正 味 財 産 73,637,758
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平成 28 事業年度一般会計
事務費勘定貸借対照表

（平成 29年 3月 31日現在）

資 産 の 部 負 債 ・ 資 本 の 部

区 分
注記
番号

金 額 区 分
注記
番号

金 額

千円 千円

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

Ⅰ　 流 動 資 産 Ⅰ　 流 動 負 債

１　 現金及び預金 66,708,680 １　 未 払 金 5,253,668
２　 未 収 事 務 費 6,657,804 ２　 未払消費税等 1,253,990
３　 その他の流動資産 112,492 ３　 預 り 金 303,619
流 動 資 産 合 計 73,478,977 ４　 賞 与 引 当 金 2,656,360

５　 その他の流動負債 1,212,220
Ⅱ　 固 定 資 産 流 動 負 債 合 計 10,679,858

１　 有形固定資産

⑴　 建 物 76,523,728 Ⅱ　 固 定 負 債

減価償却累計額 △ 32,423,516 44,100,211 １　 退職給付引当金 69,850,739
⑵　 構 築 物 1,765,801 ２　 その他の固定負債 300,251

減価償却累計額 △ 1,479,443 286,358 固 定 負 債 合 計 70,150,990
⑶　 工具器具備品 5,682,110 負 債 合 計 80,830,849

減価償却累計額 △ 3,426,721 2,255,388
⑷　 土 地 31,998,647 （ 資 本 の 部 ）

⑸　 リース資産 1,869,132 利 益 剰 余 金

減価償却累計額 △ 1,313,807 555,324 １　 任 意 積 立 金

有形固定資産合計 　 79,195,929 別途積立金 32,020,848
２　 無形固定資産 ２　 当期未処分利益 41,616,909
⑴　 電話加入権 35,046 利 益 剰 余 金 合 計 73,637,758
⑵　 ソフトウェア 1,640,331 資 本 合 計 73,637,758

無形固定資産合計 1,675,378
３　 投資その他の資産

⑴　 敷金・保証金 116,270
⑵　 そ の 他 2,051

投資その他の資産合計 118,321
固 定 資 産 合 計 80,989,629

資 産 合 計 154,468,607 負債・資本合計 154,468,607
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平成 28 事業年度一般会計
事務費勘定損益計算書

自　平成 28年 4月 01日
至　平成 29年 3月 31日

区　　　　　分
注記
番号

金　　　　　額

千円 千円
〔経常損益の部〕
（ 業 務 損 益 の 部 ）

Ⅰ　 業 務 収 益
１　 事 務 費 収 入 72,953,266
２　 レセプト電子データ提供料収入 718,338
３　 そ の 他 の 業 務 収 益 254,663 73,926,268

Ⅱ　 業 務 費 用
１　 役 員 報 酬 37,841
２　 給 与 手 当 23,800,658
３　 賞 与 5,363,627
４　 賞 与 引 当 金 繰 入 額 2,656,360
５　 退 職 給 付 費 用 4,541,544
６　 法 定 福 利 費 4,691,128
７　 審 査 委 員 会 費 11,387,474
８　 委 託 費 4,759,468
９　 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,226,428
10　 保 守 料 2,649,799
11　 減 価 償 却 費 3,870,564
12　 そ の 他 の 業 務 費 用 6,796,094 71,780,990
業 務 利 益 2,145,278

（ 業 務 外 損 益 の 部 ）
Ⅰ　 業 務 外 収 益

１　 受 取 利 息 4,748
２　 雑 収 入 209,962
３　 事業費勘定からの受入 20,043 234,755

Ⅱ　 業 務 外 費 用
　　 リ ー ス 支 払 利 息 12,592 12,592

経 常 利 益 2,367,440

〔特別損益の部〕
Ⅰ　 特 別 利 益

　　 厚生年金基金代行返上益 39,288,296 39,288,296
Ⅱ　 特 別 損 失

１　 固 定 資 産 除 却 損 ※1 19,530
２　 リ ー ス 解 約 損 19,297 38,827

当 期 純 利 益 41,616,909
当 期 未 処 分 利 益 41,616,909
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平成 28 事業年度一般会計
事務費勘定キャッシュ・フロー計算書

自　平成 28年 4月 1日
至　平成 29年 3月 31日

区　　　　　　　分
注記
番号

金　  　　　　額

千円
Ⅰ　 業務活動によるキャッシュ･フロー

事務費収入 73,460,542
レセプト電子データ提供料収入 741,323
その他の収入 480,642
人件費の支出 △ 40,989,427
審査委員会費支出 △ 11,387,913
その他の業務支出 △ 13,431,341

小 計 8,873,825

利息の受取額 5,752

業務活動によるキャッシュ･フロー 8,879,578

Ⅱ　 投資活動によるキャッシュ･フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 90,210
無形固定資産の取得による支出 △ 495,372
投資活動その他 △ 10,230

投資活動によるキャッシュ･フロー △ 595,814

Ⅲ　 財務活動によるキャッシュ･フロー

　リース債務返済による支出 △ 319,664

財務活動によるキャッシュ･フロー △ 319,664

Ⅳ　 現金及び現金同等物に係る換算差額 ─

Ⅴ　 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 7,964,099

Ⅵ　 現金及び現金同等物の期首残高 58,744,581

Ⅶ　 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 66,708,680
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区　　　　　　　　分 金　　　　　　　　　額

円

Ⅰ　 当 期 未 処 分 利 益 41,616,909,423

Ⅱ　 利 益 処 分 額

任 意 積 立 金

別 途 積 立 金 41,616,909,423 41,616,909,423

Ⅲ　 次 期 繰 越 利 益 0

平成 28 事業年度一般会計
事務費勘定利益処分計算書

（平成 29年 6月 26日）
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　重要な会計方針

期　　別

項　　目

当会計期間

１．固定資産の減価償却の方法

　⑴ 　有形固定資産（リース資

産を除く）

　⑵ 　無形固定資産（リース資

産を除く）

　⑶　リース資産

２．引当金の計上基準

　⑴　賞与引当金

　定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

　建物 6～50年

　構築物 10～60年

　工具器具備品 3～20年

　定額法によっております。

　なお、ソフトウェア（基金利用分）については、支払基

金における利用可能期間（５年）に基づく定額法によって

おります。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額

をゼロとする定額法によっております。

　なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が企業会計基準第 13号「リース取引に関

する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

　役職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支

給見込額に基づき当期に見合う分を計上しております。

自　平成 28年 4月 1日
至　平成 29年 3月 31日
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期　　別

項　　目

当会計期間

　⑵　退職給付引当金

３ ．キャッシュ･フロー計算書

における資金の範囲

４ ．その他財務諸表作成のため

の重要な事項

　　消費税等の会計処理

　職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

ア　退職給付見込額の期間帰属方法

　 　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期

末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式

基準によっております。

イ　過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法

　 　過去勤務費用については、職員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（12年）による定額法により按分した額

を、発生時から費用処理しております。

　 　数理計算上の差異については、職員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（12年）による定額法により按分し

た額を、それぞれ発生の翌期から費用処理しております。

　 　なお、役員等については、役員退職手当規程等に基

づく期末要支給額を退職給付引当金に含めて計上して

おります。

　手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期

日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投

資からなっております。

　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

自　平成 28年 4月 1日
至　平成 29年 3月 31日
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　注記事項
　（損益計算書関係）

当会計期間

※１　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

工 具 器 具 備 品 9,787 千円

そ の 他  9,742
計 19,530

自　平成 28年 4月 1日
至　平成 29年 3月 31日

　（キャッシュ・フロー計算書関係）

当会計期間末

（平成 29年 3月 31日現在）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係

現金及び預金 66,708,680 千円

現金及び現金同等物 66,708,680
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　（資産除去債務関係）

当会計期間

貸借対照表（その他の流動負債及びその他の固定負債）に計上している資産除去債務

　１．当該資産除去債務の概要

　　 　システム関係機器の所有権移転外ファイナンスリース契約に伴う返還費用であり

ます。

　２．当該資産除去債務の金額の算定方法

　　 　返還費用をそれぞれの物件ごとのリース契約期間を基準とし、物件ごとにリース

契約開始時点における利付国債の流通利回りを割引率として現在価値に割り引いた

金額を資産除去債務として計上しております。

　３．当期における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 3,814 千円

本年度増加額  ─

時の経過による調整額  31

資産除去債務の履行による減少額  ─

期末残高  3,846

自　平成 28年 4月 1日
至　平成 29年 3月 31日
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　（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　 　当支払基金は、役職員等の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付型制度

を採用しております。

　 　企業年金基金制度（積立型制度であります。）では、給与と加入期間に基づいた年金又

は一時金を支給します。

　 　退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間

に基づいた一時金を支給します。

　 　当支払基金が加入している厚生年金基金の代行部分について、平成 26年 12月 1日に厚

生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受け、平成 28年 4月 1日付けで過去分返上

の認可を受けております。

２．退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務 △ 224,253,622 千円

　勤務費用 △ 3,305,335
　利息費用 △ 731,874
　数理計算上の差異の当期発生額 △ 135,214
　退職給付の支払額 4,992,543
　過去勤務費用の当期発生額 12,511,767
　厚生年金基金の代行部分返上に伴う減少額 65,000,317
期末における退職給付債務 △ 145,921,418
　（注）厚生年金基金の代行部分を含めて記載しております。

３．年金資産の期首残高と期末残高の調整表

期首における年金資産 61,019,309 千円

　期待運用収益 1,029,183
　事業主からの拠出額 1,122,863
　数理計算上の差異の当期発生額 79,085
　退職給付の支払額 △ 1,975,907
期末における年金資産 61,274,534
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４．退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び資産の調

整表

イ．積立型制度の退職給付債務 △ 74,514,990 千円

ロ．年金資産 61,274,534
ハ．非積立型制度の退職給付債務 △ 71,406,427
ニ．未積立退職給付債務 △ 84,646,883
ホ．未認識過去勤務費用 △ 12,438,689
ヘ．未認識数理計算上の差異 27,234,833
ト．貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △ 69,850,739
チ．前払年金費用 ─

リ．貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △ 69,850,739
　（注）厚生年金基金の代行部分を含めて記載しております。

５．退職給付に関連する損益

勤務費用 3,067,946 千円

利息費用 731,874
期待運用収益 △ 1,029,183
過去勤務費用の当期の費用処理額 △ 1,475,262
数理計算上の差異の当期の費用処理額 3,246,170
退職給付費用 4,541,544
　（注）厚生年金基金に対する役職員等拠出額を控除しております。

６．年金資産の主な内訳

最低責任準備金相当額の前納額 46.2％
債　券 28.0％
株　式 16.5％
その他 9.3％
合　計 100.0％

７．長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

　 　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、

年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮してお

ります。

８．数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　　期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 0.5％
長期期待運用収益率 2.8％
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財 産 目 録
貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書
キャッシュ・フロー計算書

平成 28 事業年度一般会計

高齢者医療制度円滑導入勘定
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平成 28 事業年度一般会計
高齢者医療制度円滑導入勘定財産目録

（平成 29年 3月 31日現在）

資　　　　　産　　　　　の　　　　　部

区　　　　分
内　　　　　　　　訳

金　　　額
摘　　　　要 金　　　額

千円 千円

流 動 資 産 717,321

現 金 及 び 預 金 717,321

普 通 預 金 717,321

資 産 合 計 717,321

負　　　　　債　　　　　の　　　　　部

千円 千円

流 動 負 債 717,321

未 払 金 717,321

未 払 金 9,304

その他の未払金 708,017

負 債 合 計 717,321

差 引 正 味 財 産 ─
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平成 28 事業年度一般会計
高齢者医療制度円滑導入勘定貸借対照表

（平成 29年 3月 31日現在）

資 産 の 部 負 債 の 部

区 分
注記
番号

金 額 区 分
注記
番号

金 額

（ 資 産 の 部 ）
千円

（ 負 債 の 部 ）
千円

 流 動 資 産 流 動 負 債

現 金 及 び 預 金 717,321 未 払 金 717,321

流 動 資 産 合 計 717,321 流 動 負 債 合 計 717,321

資 産 合 計 717,321 負 債 合 計 717,321
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平成 28 事業年度一般会計
高齢者医療制度円滑導入勘定損益計算書

自　平成 28年 4月 01日
至　平成 29年 3月 31日

区　　　　　分
注記
番号

金　　　　　額

千円 千円

〔経常損益の部〕

（ 業 務 損 益 の 部 ）

Ⅰ　 業 務 収 益

　　 高齢者医療制度円滑運営
臨 時 特 例 交 付 金 収 入 15,225,650 15,225,650

Ⅱ　 業 務 費 用

１　指定公費負担医療費支出 14,360,465

２　 給 与 手 当 92,543

３　 交 付 金 精 算 返 納 金 708,017

４　 そ の 他 の 業 務 費 用 64,624 15,225,650

　　 業 務 利 益 ─

当 期 純 利 益 ─
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平成 28 事業年度一般会計
高齢者医療制度円滑導入勘定キャッシュ・フロー計算書

自　平成 28年 4月 1日
至　平成 29年 3月 31日

区　　　　　　　分
注記
番号

金　  　　　　額

千円
Ⅰ　 業務活動によるキャッシュ･フロー

高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金収入 15,225,650

指定公費負担医療費支出 △ 14,360,465

人件費の支出 △ 109,495

その他の業務支出 △ 1,632,098

小 計 △ 876,409

業務活動によるキャッシュ･フロー △ 876,409

Ⅱ　 投資活動によるキャッシュ･フロー

投資活動によるキャッシュ･フロー ─

Ⅲ　 財務活動によるキャッシュ･フロー

財務活動によるキャッシュ･フロー ─

Ⅳ　 現金及び現金同等物に係る換算差額 ─

Ⅴ　 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 △ 876,409

Ⅵ　 現金及び現金同等物の期首残高 1,593,731

Ⅶ　 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 717,321
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　重要な会計方針

期　　別

項　　目

当会計期間

１ ．キャッシュ･フロー計算書

における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満

期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短

期的な投資からなっております。

２ ．その他財務諸表作成のため

の重要な事項

　　消費税等の会計処理 　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

自　平成 28年 4月 1日
至　平成 29年 3月 31日
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　注記事項
　（キャッシュ・フロー計算書関係）

当会計期間末

（平成 29年 3月 31日現在）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係

現金及び預金 717,321 千円

現金及び現金同等物 717,321



 

財 産 目 録 等 に 関 す る 監 事 意 見 書  

 

 

平成２８事業年度社会保険診療報酬支払基金一般会計に係る財産目録及び

事業状況報告書の監査を実施した結果、適正であると認める。 

 

 

 

平成２９年６月１４日 

 

 

 社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金              

  理 事 長  伊 藤 文 郎 殿 

 

 

 

               監  事   木  内     充  

 

 

               監  事   内  田   好  宣  

 

 

               監  事   田  中   伸  一  

 

 

               監  事   小  松     満  

 

 

 

 


